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◆販路開拓に活用しませんか？～第 19回小規模模事業者持続化補助金～ 

【補助金内容】販路開拓への取組みに要する経費（①機械装置等費、②広報費、 

③ウェブサイト関連費、④展示会等出店費等）が補助対象となります。 

申請を希望される方は、事業計画書等の作成が必要となりますので、 

お早めに当所へご相談下さい。         

【公募期間】令和８年３月６日（金）～４月３０日(木)１７：００ 

【補助対象者】小規模事業者（その他要件有り、詳細はお尋ねください。） 

①通常枠：補助額 50万円 補助率 2/3 

②インボイス特例：補助額 100万円 補助率 2/3 

③賃金引上げ特例、創業型：補助額 200万円 補助率 2/3 

・採択された際には、国からの交付決定後、補助対象品の購入が可となります。交付決定前 

に購入された経費は対象となりませんので、ご注意下さい。     

◆脱炭素への取り組み～鳥栖市ゼロカーボン推進パートナー制度研修会～ 

鳥栖市では、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでいただける事業所の皆様を 

市のパートナーとして認定し、一緒に取り組みを進めています。当研修会をご参考に、省エネ

やごみの削減など、できることから始めて、ゼロカーボンシティの実現にご協力をお願い致

します。 

【日時】令和８年２月２４日(火)１３：３０～１４：４５ 

【場所】鳥栖商工会議所 ３階大会議室 

【内容】①鳥栖市ゼロカーボン推進パートナー制度概要について(鳥栖市) 

    ②事例紹介(㈱マツコー様、㈱佐賀銀行様) 
 

◆「もしも」の取引先倒産に備えて～経営セーフティ共済～ 

当共済は、取引先事業所が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受け

られる制度です。「もしも」のときの資金調達手段として、ご利用いただいております。 

 

【加入条件】1年以上事業を行っている中小事業者(個人・法人) 

【掛金月額】月々5千円～20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。 

【メリット】・掛金総額の 10倍(最高 8,000万円)までの貸付制度を利用できる。 

      ・掛金は加入後も増減可能、全額が損金または必要経費に算入できる。 

      ・共済契約を解約された場合、解約手当金を受け取ることができる。 

       (※40か月以上加入した場合、掛金の満額をお受け取りいただけます。) 

作成者：中小企業相談所 大久保 


